


 

さいたま市条例第１６号   

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及びさいたま市一

時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （職員）  （職員） 
第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 
２ 家庭支援専門相談員は、乳児院において乳幼児

の養育に５年以上従事した者又は法第１３条第３

項各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精

神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において

乳幼児の養育に５年以上従事した者又は法第１３

条第３項各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 
３～７ ［略］ ３～７ ［略］ 
  

（乳児院の長の資格等） （乳児院の長の資格等） 
第２９条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、児童福祉施設府令第２２条の２第１

項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行

う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるた

めの研修を受けた者であって、人格が高潔で識見

が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するも

のでなければならない。 

第２９条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、児童福祉施設府令第２２条の２第１

項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行

う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるた

めの研修を受けた者であって、人格が高潔で識見

が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するも

のでなければならない。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
⑵の２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省

令第１１号）第５条の２の８に規定するこども

家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソ

ーシャルワーカー」という。）の資格を有する

者 
⑶ ［略］ 

 
 
 
 
 
 ⑶ ［略］ 

⑷ 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府



 

令第２２条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 

令第２２条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 
  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （母子生活支援施設の長の資格等） （母子生活支援施設の長の資格等） 
第３７条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第２７

条の２第１項に規定するこども家庭庁長官が指定

する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要

な知識を習得させるための研修を受けた者であっ

て、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設

を適切に運営する能力を有するものでなければな

らない。 

第３７条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第２７

条の２第１項に規定するこども家庭庁長官が指定

する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要

な知識を習得させるための研修を受けた者であっ

て、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設

を適切に運営する能力を有するものでなければな

らない。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 ⑶ ［略］ 

 
 
 ⑶ ［略］ 

⑷ 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第２７条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 

⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第２７条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 
  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （母子支援員の資格）  （母子支援員の資格） 
第３８条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 
第３８条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 
⑴～⑷ ［略］ ⑴～⑷ ［略］ 
⑷の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 

 ⑸ ［略］ 
 

 ⑸ ［略］ 

 （職員）  （職員） 
第５６条 ［略］ 第５６条 ［略］ 
２ 家庭支援専門相談員は、児童養護施設において

児童の指導に５年以上従事した者又は法第１３条

第３項各号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精

神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設に

おいて児童の指導に５年以上従事した者又は法第

１３条第３項各号のいずれかに該当する者でなけ

ればならない。 
３～７ ［略］ ３～７ ［略］ 
  

（児童養護施設の長の資格等） （児童養護施設の長の資格等） 
第５７条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、児童福祉施設府令第４２条の

第５７条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、児童福祉施設府令第４２条の



 

２第１項に規定するこども家庭庁長官が指定する

者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた者であって、人格

が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営

する能力を有するものでなければならない。 

２第１項に規定するこども家庭庁長官が指定する

者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた者であって、人格

が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営

する能力を有するものでなければならない。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 

⑶ ［略］ ⑶ ［略］ 
⑷ 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第４２条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 

⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第４２条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 
  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  

（児童指導員の資格） （児童指導員の資格） 
第５８条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 
第５８条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 
⑴～⑶ ［略］ ⑴～⑶ ［略］ 
⑶の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 

⑷～⑽ ［略］  
 

⑷～⑽ ［略］ 

 （職員）  （職員） 
第９０条 ［略］ 第９０条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設にお

いて児童の指導に５年以上従事した者又は法第１

３条第３項各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精

神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施

設において児童の指導に５年以上従事した者又は

法第１３条第３項各号のいずれかに該当する者で

なければならない。 
５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  
 （児童心理治療施設の長の資格等） （児童心理治療施設の長の資格等） 
第９１条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第７４

条第１項に規定するこども家庭庁長官が指定する

者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知

識を習得させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 

第９１条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第７４

条第１項に規定するこども家庭庁長官が指定する

者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知

識を習得させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 



 

⑶ ［略］ ⑶ ［略］ 
⑷ 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第７４条第１項第４号に規定するこども家庭

庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの 

⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第７４条第１項第４号に規定するこども家庭

庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの 
  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （職員）  （職員） 
第９８条 ［略］ 第９８条 ［略］ 
２ 家庭支援専門相談員は、児童自立支援施設にお

いて児童の指導に５年以上従事した者又は法第１

３条第３項各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精

神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施

設において児童の指導に５年以上従事した者又は

法第１３条第３項各号のいずれかに該当する者で

なければならない。 
３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 
  
 （児童自立支援施設の長の資格等）  （児童自立支援施設の長の資格等） 
第９９条 児童自立支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則（

令和５年内閣府令第３８号）第１６条に規定する

人材育成センター（以下この条において「人材育

成センター」という。）が行う児童自立支援施設

の運営に関し必要な知識を習得させるための研修

又はこれに相当する研修を受けた者であって、人

格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切 
に運営する能力を有するものでなければならない。

第９９条 児童自立支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則（

令和５年内閣府令第３８号）第１６条に規定する

人材育成センター（以下この条において「人材育

成センター」という。）が行う児童自立支援施設

の運営に関し必要な知識を習得させるための研修

又はこれに相当する研修を受けた者であって、人

格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切 
に運営する能力を有するものでなければならない。

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 

⑶ ［略］ ⑶ ［略］  
⑷ 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が５年以上（人材育成センターが行う講習

課程を修了した者にあっては、３年以上）であ

るもの 

⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が５年以上（人材育成センターが行う講習

課程を修了した者にあっては、３年以上）であ

るもの 
  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  

（児童自立支援専門員の資格） （児童自立支援専門員の資格） 
第１００条 児童自立支援専門員は、次の各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。 
第１００条 児童自立支援専門員は、次の各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
⑵の２ 精神保健福祉士の資格を有する者  
⑵の３ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 

⑶～⑻ ［略］ ⑶～⑻ ［略］ 



 

  
（児童生活支援員の資格） （児童生活支援員の資格） 

第１０１条 児童生活支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 
第１０１条 児童生活支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
⑵の２ 精神保健福祉士の資格を有する者  
⑵の３ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を 
有する者 

 

⑶ ［略］ ⑶ ［略］ 
  

（さいたま市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和６年さい

たま市条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（児童指導員の資格） （児童指導員の資格） 
第２１条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

第２１条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該 

当する者でなければならない。 
⑴～⑶ ［略］ ⑴～⑶ ［略］ 
⑶の２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省

令第１１号）第５条の２の８に規定するこども

家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

 

⑷～⑽ ［略］ ⑷～⑽ ［略］ 
２ 前項第１号の指定は、児童福祉法施行規則別表

第１に定める教育内容に適合する学校又は施設に

ついて行うものとする。 

２ 前項第１号の指定は、児童福祉法施行規則（昭

和２３年厚生省令第１１号）別表に定める教育内

容に適合する学校又は施設について行うものとす

る。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

 


